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バーゼルⅡの実施にあたって 
 

 

 

2007 年 3 月 31 日から、銀行等の新しい自己資本規制(バーゼルⅡ)が実施される。日本格付研究所(JCR)

は適格格付機関として、その格付けが銀行等の自己資本比率計算に非常に重要な意味をもつことを踏まえ、

以下の媒体での格付一覧公開などを通じ、格付情報を適時・適切に銀行等・発行体・投資家へ提供していく。 

・ ホームページ(http://www.jcr.co.jp/) (一覧は長期優先債務格付けなど主要な格付け) 

・ 会員向けウェブサイト「JCR-RatingEye」 

・ データベース・サービス「J-CRIS」(Japan Credit Rating Information Service) 

・ 月刊『JCR 格付け』 

バーゼルⅡでは基本的に非依頼格付を利用できないが、JCR の場合、非依頼格付けには依頼格付けと区別

するため格付記号の後に「p」を表示している。 

格付けとバーゼルⅡでの「信用リスク区分」及び「リスク・ウェイト」との対応関係(マッピング) につ

いては、本日付の金融庁告示第 28 号により示された。06 年のバーゼルⅡの予備計算期間開始にあたり示さ

れていたマッピング案では、法人等向けエクスポージャーについて JCR の「BB-」のリスク・ウェイトがバー

ゼルⅡの基準値より高かったが、上記告示ではこのような取扱いはなされず、すべての JCR の格付けのリス

ク・ウェイトがバーゼルⅡの基準値と同一となっている。 

 

以上 


